
奈良工業高等専門学校契約事務取扱規程 

平成１６年 ４月 １日制定 

平成１９年１２月２１日改正 

平成２０年 ４月 １日改正 

平成２１年 ４月 １日改正 

平成２６年 ４月 １日改正 

（目的） 

第１条 奈良工業高等専門学校における契約に関する事務の取扱については，独立行政法

人国立高等専門学校機構契約事務取扱規則(平成１６年規則第４１号，以下｢規則｣とい

う。)及びその他の法令に基づく特別の定めのある場合を除くほか，この規程の定めると

ころによる。 

 (契約伺の作成) 

第２条 次に掲げる場合は，競争又は随意契約の伺を作成するものとする。 

一 予定価格が１６０万円を超える工事，製造又は財産を購入するとき 

二 前号以外の支出又は支払の原因となる契約及び収入の原因となる契約で，契約書の

作成を要するとき 

（競争に付する場合） 

第３条 契約事務職員(奈良工業高等専門学校における会計機関の補助者等の指定に関す

る規程別表第１による当該係長をいう。以下同じ。)は，競争に付するものがあるときは，

競争入札伺(第１号様式)を公告又は指名通知をしようとする日までに財務係に提出し，

契約担当役の承認を受けなければならない。 

２ 前項の競争入札伺には，次の書類を添付するものとする。 

一 公告案(第２号様式)又は指名通知書案(第３号様式) 

二 契約書案(第４号様式) 

三 図面，仕様書，カタログ等契約の内容を示す書類 

四  その他必要と認める書類 

３ 予定価格調書(第５号様式)及び予定価格算出内訳書(第６号様式)は，競争入札伺の承

認を受けたのち，契約事務職員が直接契約担当役の決裁を受け，外部に漏れることのな

いよう十分注意するとともにその取扱いは次によるものとする。 

一 予定価格調書は，封書に入れ，封皮に｢[競争に付する事項]｣の予定価格調書と記載

するものとする。 

二 封書は密封し，入札執行時まで総務課長補佐（会計）が保管するものとする。 

第４条 公告は，校内に掲示する等の方法をもってするものとする。 

２ 契約事務職員は，前項の公告をする場合は，当該入札期日の前日から起算して少なく

とも１０日前に通知しなければならない。ただし，急を要する場合においては，その期

間を５日前まで短縮することができる。 



（指名競争参加者の指名） 

第５条 工事に係る指名競争入札の競争参加者を選定しようとする場合は，関係委員会に

付さないことができるとされる場合においても，指名参加者を選定する際は指名通知を

する日までに契約担当役の承認を受けなければならない。 

（入札の立会い） 

第６条 入札を執行するときは，原則として総務課長補佐（会計）若しくは財務係長の立

会いのうえ行わなければならない。 

２ 入札執行に立会う者は，次の事務を行うものとする。 

一 競争参加者が，公告又は指名通知による資格を有する者か否かの調査確認 

二 代理委任状が適正か否かの確認 

三 入札書が有効か否かの確認 

四 落札者決定の確認 

五 その他適正な入札執行上必要な調査確認 

（随意契約による場合） 

第７条 契約事務職員は，第２条により随意契約をしようとする場合においては，契約伺

(第７号様式)により，契約担当役の承認を受けなければならない。 

２ 前項の契約伺には，次の書類のうち必要なものを添付するものとする。 

一 契約書案又は請書案(第８号様式) 

二 予定価格調書及び予定価格算出内訳書 

三 図面，仕様書，カタログ等契約の内容を示す書類 

四 見積一覧表(第９号様式) 

五 見積書 

六 その他必要と認める書類 

（入札等の結果報告） 

第８条 契約事務職員は，競争入札の結果を契約担当役に報告するものとする。 

２ 競争に付しても落札者がないことにより，見積書を徴した業者と随意契約しようとす

る場合は，契約担当役の承認を受けるものとする。 

（契約書の作成） 

第９条 契約事務職員は，契約書を作成する場合において相手方が決定したときは，遅滞

なく契約書を作成しなければならない。また，その取交わしについては，競争契約の場

合は，当該決定の日から原則として７日以内に，随意契約の場合は直ちに行うものとす

る。 

２ 前項の契約書を作成する場合は，当該契約の相手方に記名押印させた後契約担当役の

記名押印を受け，その日をもって契約成立の日とするものとする。 

３ 前項により契約担当役の記名押印を受けるときにおいて，競争契約の場合は，入札者

別の総額を連記した入札一覧表(第１０号様式)を添付し，随意契約の場合は，第７条に



定める契約伺を添付して財務係に提出するものとする。 

（請書の徴取） 

第１０条 契約事務職員は，請書を徴する場合において，契約の相手方が決定したときは，

直ちに請書を徴さなければならない。 

（契約書及び請書の記載事項） 

第１１条 契約事務職員は，契約書の作成及び請書を徴する場合は，規則に規定されてい

る事項以外に，特に事務処理上約定しておくべき事項，また規則に明記されていても双

方の協議事項等についてあらかじめ約定しておくことが好ましいもの等を十分考慮のう

え，別紙様式を適宜修正追加して作成するものとする。 

（支出契約決議書起案の時期） 

第１２条 契約事務職員は，原則として，契約成立の日をもって支出契約決議書を作成す

るものとする。 

（支出契約決議書に添付すべき書類） 

第１３条 支出契約決議書に添付すべき書類は，原則として次によるものとする。 

１ 見積書 随意契約による物品供給･製造・工事・修理・売払・役務・その

他で予定価格が５０万円を超えるものは，なるべく２人以上の者

から見積書を徴取するものとし，予定価格が５０万円以下のもの

は，電話等によって見積らせ，その状況を記録しておく等の方法

によって見積書の徴取に代えることができる。 

２ 予定価格調

書及び予定

価格算出内

訳書 

以下のものについては，予定価格調書及び予定価格算出内訳書を

作成するものとする。                                      

・予定価格が１００万円を超える物品供給・工事・製造・修理・

役務                                      

・単価契約・賃貸借契約・物品売払契約 

３ 検査調書 契約金額が２００万円を超えるものは検査調書(第１１号様式)

を作成するものとする。ただし，契約金額が２００万円を超えな

い場合であっても，役務の提供を主とする契約について，契約担

当役が必要と認める場合は給付の完了を証する適宜の書面を作

成するものとする。 

４ 契約書 以下のものについては，契約書を作成するものとする。        

・契約金額が１５０万円を超える契約。 

・単価契約，賃貸借契約(ただし，軽微なものは除く)          

・その他必要と認めた場合 

５ 請書 物品の単価契約又は継続的な履行を求める役務契約等，契約の相

手方に継続的，反復的給付を求める契約については，請書を徴取



するものとする。また，その他必要と認めた場合は，適宜に請書

を徴取するものとする。 

６ 図面及び仕

様書 

予定価格が１００万円を超える工事･製造請負･修理については，

図面及び仕様書を作成するものとする。 

７ その他 ①輸入を伴う契約の場合は上記のほか，見積内訳書，プロホーマ

インボイス等輸入原価を証明するに足る書類を添付するものと

する。 

②予定価格が５０万円を超えるもので特許，一手販売等特定の業

者と随意契約する場合は，それを証明するに足る証明書及び販売

実例等を添付するものとする。 

（支出契約決議書等の様式及び取扱） 

第１４条 支出契約決議書等の様式は次によるものとする。 

一 購入依頼書･･･第１２号様式 

二 支出契約決議書･･･第１２号様式の１ 

三 支払決議書･･･第１２号様式の２ 

四 振替伝票･･･第１２号様式の３ 

五 支出伝票･･･第１２号様式の４ 

２ 公共料金等で，請求書受理によって支出決定するものは請求書受理日により支払決議

書を作成するものとする。 

３ 新聞等日々購入を必要とする契約は，一定期間の見積額をもって，当該期間の始めに

支出契約決議をするものとする。 

 

附 則 

１ この規程は，平成１６年４月１日から施行する。 

２ この規程施行に伴い，奈良工業高等専門学校支出負担行為及び契約事務取扱内規（昭

和４３年１月１日制定）は廃止する。 

  附  則 

この規程は，平成１８年４月１日から施行する。 

附  則 

この規程は，平成１９年１２月２１日から施行し，平成１９年４月１日から適用する。 

附  則 

この規程は，平成２０年４月１日から施行する。 

附  則 

この規程は，平成２１年４月１日から施行する。 

  附 則 

 この規程は，平成２６年４月１日から施行する。 



第１号様式 

 

起 案  平成  年  月  日 決 裁  平成  年  月  日 

事務部長   総務課長   総務課長補佐   財務係長   起案係長   起案者 

 

 

 

競 争 入 札 伺 
 

      一般 

下記により    競争入札をしてよろしいか伺います。 

      指名 

記 

 

１  競争に付する事項 

２  契約方法   一般 

              競争契約 

          指名 

会計規則     第    条第    項    及び  ３  適用法令 

契約事務取扱規則 第    条第    項   による 

４  競争参加に必要な資格 

５  入札指名者 

６  入札保証金 

７  契約保証金 

８  契約条項を示す場所及び日時 

９  競争執行の場所及び日時 

１０ 支出科目   財源           予算科目 

１１ 添付書類 

  ア  契約書案  

  イ  予定価格算出内訳書 

  ウ  図面，仕様書，カタログ等 

  エ  公告又は通知書案 

  オ  その他 

 

 なお，決裁のうえは，公告（又は入札指名者宛通知書を送付）し，入札の結果，落札者が決定した場合は，

別紙契約書案により契約を締結し，もし落札者のない場合は，契約事務取扱規則第１４条第１項の規定をもっ

て随意契約により契約を締結してよろしいか伺います。 

 

 



第２号様式 

 

一 般 競 争 入 札 の 公 告 
 

             発注 

 奈良工業高等専門学校で    する契約を下記のとおり一般競争入札により行います。 

             売却 

 

記 

１ 競争入札に付する事項 

  奈良工業高等専門学校［事項（物品名等内訳を，別紙とした場合はその旨）］ 

２ 競争参加者の資格 

（１）国の競争参加資格（全省庁統一資格）を得た者，建設工事に係るものについては，文部科学省における「競争参加者の資

格に関する公示」（平成１３年１月１０日）により一般競争参加資格を得た者であること。 

（２）独立行政法人国立高等専門学校機構契約事務取扱規則（以下「規則」という。）第４条及び第５条の規定に該当しない者

であること。 

（３）契約担当役から取引停止の措置を受けている者でないこと。 

（４）［その他必要に応じて記載すること。］ 

３ 契約事項を示す場所及び日時 

  奈良工業高等専門学校［具体的な場所］ 

  平成  年  月  日  時 

４ 競争執行の場所及び日時 

  奈良工業高等専門学校［具体的な場所］ 

  平成  年  月  日  時入札（即時開札） 

５ 入札保証金 

  ［ａ納付させる場合］ 

   入札者は見積金額の１００分の５以上を，入札するときまでに現金若しくは規則第２３条に定める担保をもって奈良工業

高等専門学校出納命令役に納付しなければならない。ただし，奈良工業高等専門学校を被保険者とする入札保証保険契約を

結び，当該保険証書を提出したときは免除する。この保証金は本公示に示した日までに契約書の取交わし及び契約保証金の

納付手続をしないときは，奈良工業高等専門学校に帰属するものとする。 

  ［ｂ納付させない場合］ 

  入札保証金は，免除する。 

６ 入札の無効 

  第２号に示した資格のない者の入札又は入札に関する条件に違反した入札は無効とする。 

７ 契約書の作成及び提出期限 

  落札者は，落札者として決定した日から特別の事情のある場合を除き，７日以内に契約書の取交わしをしなければならない。 

８ 契約保証金 

  ［ａ納付させる場合（工事請負契約）］ 

   落札者は，契約金額の１００分の１０以上を，契約書の取交わしと同時に，現金又は規則第２３条に定める担保（以下「担

保という。）をもって奈良工業高等専門学校出納命令役に納付しなければならない。また，公共工事履行保証証券による保

証を付し又は履行保証保険契約締結を行った場合は，契約保証金を免除する。 

  ［ｂ納付させる場合（工事請負契約以外）］ 

   落札者は，契約金額の１００分の１０以上を，契約書の取交わしと同時に，現金又は規則第２３条に定める担保をもって

奈良工業高等専門学校出納命令役に納付しなければならない。ただし，奈良工業高等専門学校を被保険者とする入札保証保

険契約を結び，当該保険証書を提出したときは免除する。 

  ［ｃ納付させない場合］ 

   契約保証金は，免除する。 

９ 異議の申立て 

  入札者は，入札後，本公告，入札加入者心得，契約書案，契約基準等について，異議の申立てをすることはできない。 

１０ その他 

  ア 代理入札の場合は，委任状を提出のこと。 

  イ 入札に参加しようとする者は公告の日より 日以内に奈良工業高等専門学校総務課へ一般競争参加資格の等級決定通

知書の写しを添えて申し込むこと。 

  ウ 契約条項を示す日時に参集しない者は，特別の事情がある場合を除き，入札に参加することができない。 

  エ その他詳細については奈良工業高等専門学校総務課に問い合わせください。 

 

  平成   年   月   日 

 

                          独立行政法人国立高等専門学校機構 

                          奈良工業高等専門学校 契約担当役 

                          事務部長 

 



第３号様式 

奈高専会第     号 

平成  年  月  日 

 

              殿 

                               独立行政法人国立高等専門学校機構 

                               奈良工業高等専門学校 契約担当役 

                               事務部長 

 

指名競争入札執行について（通知） 

 

          工事名称 

 

   上記工事の競争参加者に指名しましたので，設計図書に従い，契約条項を熟覧の上入札書を提出してください。 

 

記 

 

 １．入札及び開札執行の日時及び場所 

   平成  年  月  日（ ）    時  分 

   大和郡山市矢田町２２番地 奈良工業高等専門学校 ○○○会議室 

 

 ２．入札書の金額の記載方法 

    落札決定に当たっては，入札書に記載された金額に当該金額の５％に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満

の端数があるときは，その端数を切り捨てた後の金額）が落札価格となりますので，入札者は，見積もった契約金額の１

０５分の１００に相当する金額を入札書に記載ください。 

 

 ３．入札保証金 

 

 ４．契約保証金 

 

 ５．入札関係書類等   別紙のとおり 

 

 ６．本通知書受領後の連絡 

    受領後ただちに，電話，ＦＡＸ，Ｅメールいずれかにより本通知受領の連絡をください。 

 

 

 

                         連絡先  奈良工業高等専門学校 総務課施設係 

                         ＴＥＬ ０７４３－５５－６０２６ 

                         ＦＡＸ ０７４３－５５－６０２９ 

                         Ｅメール sisetu＠jimu.nara-k.ac.jp 

 

 



第４号様式の１ 
工 事 請 負 契 約 書 

 
 工 事 名 
 請負代金  金           円也（うち消費税額及び地方消費税額 金       円） 
 
 上記の消費税額は，消費税法第２８条第１項及び第２９条並びに地方税法第７２条の８２及び第７２条の８
３の規定に基づき，請負代金に１０５分の５を乗じて得た額である。 
 
 発注者 独立行政法人国立高等専門学校機構 奈良工業高等専門学校 契約担当役 事務部長（以下甲とい
う。）と請負者（以下乙という。）との間において，上記の工事（以下｢工事｣という。）について，上記の請
負代金で次の条項によって請負契約を結ぶものとする。 
 
第１条 乙は，別冊の図面及び仕様書に基づいて，工事を完成するものとする。 
第２条 工事は，奈良工業高等専門学校において施工するものとする。 
第３条 着工時期は，平成  年  月  日とする。 
第４条 完成期限は，平成  年  月  日とする。 
第５条 完成通知書は，奈良工業高等専門学校総務課に送付するものとする。 
第６条 請負代金（前払金を含む）は，  回に支払うものとする。 
第７条 請負代金については，金     円以内の額を前払金として前払いするものとする。この支払いは，

請求書及び前払金保証事業会社の保証証書を受理した日から１４日以内に支払うものとする。 
第８条 請負代金（前払金を含む）の請求書は，奈良工業高等専門学校総務課に送付するものとする。 
第９条 契約保証金は，納付する。 
第１０条 乙は，公共工事履行保証証券を提出するものとする。 
第１１条 乙は，工事の目的物及び工事材料について組立保険契約するものとする。 
第１２条 この契約についての必要な細目は，独立行政法人国立高等専門学校機構が定めた工事請負等契約規
則によるも のとする。 

第１３条 乙が，次に揚げる場合のいずれかに該当したときは，乙は，甲の請求に基づき，請負代金（本契約
締結後，請負代金の変更があった場合は，変更後の請負代金）の１０分の１に相当する額を違約金として甲
の指定する期間内に支払わなければならない。 

 （1） この契約に関し，乙が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和２２年法律第５４号）
第３条の規定に違反し，又は乙が構成事業者である事業者団体が同法第８条第１項第１号の規定に違反し
たことにより，公正取引委員会が乙に対し，同法４８条の２第１項又は第５４条の２第１項の規定に基づ
く課徴金の納付命令を行い，当該納付命令が確定したとき。 

 （2） この契約に関し，乙（法人にあっては，その役員又は使用人）の刑法（明治４０年法律第４５号）
第９６条の３又は私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第８９条第１項に規定する刑が確定
したとき。 

２ 乙が前項の違約金を甲の指定する期間内に支払わないときは，乙は，当該期間を経過した日から支払いす
る日までの日数に応じ，年５パーセントの割合で計算した額の遅延利息を甲に支払なければならない。 

第１４条 この契約に定めのない事項について，これを定める必要がある場合は，甲乙間において協議して定
めるものとする。 

第１５条 この契約について甲乙間に紛争が生じたときは，甲所在地の所轄裁判所の裁決によりこれを解決す
るものとする。 

 
 上記契約の成立を証するため，甲及び乙は，次に記名し，印を押すものとする。 
 この契約書は２通作成し，双方で各１通を所持するものとする。 
 
  平成  年  月  日 
                    甲      大和郡山市矢田町２２番地 
                           独立行政法人国立高等専門学校機構 
                           奈良工業高等専門学校 契約担当役 
                           事務部長 
 
 
                    乙 
 

 

 

 



 第４号様式の２ 

 

製 造 請 負 契 約 書 
 

  製造請負の表示 

  請負代金額  金         円也（うち消費税額及び地方消費税額      円） 

 

  上記の消費税額は，消費税法第２８条第１項及び第２９条並びに地方税法第７２条の８２及び第７２条の８

３の規定に基づき，請負代金に１０５分の５を乗じて得た額である。 

  発注者 独立行政法人国立高等専門学校機構 契約担当役 奈良工業高等専門学校事務部長（以下「甲」と

いう。）と請負者［法人名等及び氏名］（以下「乙」という。）との間において，上記の製造（以下「製造」

という。）について，上記の請負代金で次の条項によって請負契約を結ぶものとする。 

 

 第１条 請負者は，別紙の図面及び仕様書に基づいて，製造をするものとする。 

 第２条 製造されたものは，奈良工業高等専門学校において，引渡しをするものとする。 

 第３条 製造は，［製造場所］において，これをするものとする。 

 第４条 製造の着手時期は，平成  年  月  日とする。 

 第５条 製造の引渡し期限は，平成  年  月  日とする。 

 第６条 製造完成通知書は，奈良工業高等専門学校総務課に送付すべきものとする。 

 第７条 請負代金は，   回に支払うものとする。 

 ２ 請負代金については，金       円を前払するものとする。この支払は，平成 年 月 日までに

するものとする。 

   ［本条は，前払をする場合に記載するものとする。］ 

 第８条 請負代金（部分払金及び前払金を含む。）の請求書は，奈良工業高等専門学校総務課に送付するもの

とする。 

 第９条（a） 契約保証金は，       円とする。 

    （b） 契約保証金は，免除する。 

   ［本条は，契約保証金を納付させる場合又は免除させる場合に記載する。］ 

 第１０条 乙は，履行保証保険契約に係る保険証券を提出すべきものとする。 

   ［本条は，乙が国を被保険者とする履行保証保険契約を結んだ場合に記載する。］ 

 第１１条 この契約についての必要な細目は，独立行政法人国立高等専門学校機構が定めた契約事務取扱規則

によるものとする。 

 第１２条 この契約に定めのない事項について，これを定める必要がある場合は，甲，乙間において協議して

定めるものとする。 

 第１３条 この契約について，甲，乙間に紛争が生じたときは，甲所在地の所轄裁判所の裁決によりこれを解

決するものとする。 

 

  上記契約の成立を証するため，甲及び乙は，次に記名し，印を押すものとする。 

  この契約書は２通作成し，双方で各１通を所持するものとする。 

 

   平成  年  月  日 

 

                        甲   奈良県大和郡山市矢田町22番地 

                            独立行政法人国立高等専門学校機構 

                            奈良工業高等専門学校 契約担当役 

                            事務部長         印 

 

                        乙  ［法人の住所］ 

                           ［法人の名称又は商号及び代表者氏名］ 印 

 

 

 

 



第４号様式の３ 

 

物 品 供 給 契 約 書 
 

 

  供給すべき物品の表示 

  代金額  金       円也（うち消費税額及び地方消費税額      円） 

 

 

  上記の消費税額は，消費税法第２８条第１項及び第２９条並びに地方税法第７２条の８２及び第７２条の８

３の規定に基づき，請負代金に１０５分の５を乗じて得た額である。 

  発注者 独立行政法人国立高等専門学校機構 奈良工業高等専門学校契約担当役 事務部長（以下「甲」と

いう。）と供給者［法人名等及び氏名］（以下「乙」という。）との間において，上記の物品（以下「物品」

という。）について ，上記の代金額で供給契約を結ぶものとする。 

 

 第１条 乙は，甲に対し，物品を供給するものとする。 

 第２条 物品は，奈良工業高等専門学校に納入するものとする。 

 第３条 物品の納入期限は，平成  年  月  日とする。 

 第４条 納品書は，奈良工業高等専門学校総務課に送付すべきものとする。 

 第５条 代金は１回に支払うものとする。 

 第６条 代金の請求書は，奈良工業高等専門学校総務課に送付すべきものとする。 

 第７条  （a） 契約保証金は，        円とする。 

      （b） 契約保証金は，免除する。 

  ［本条は，契約保証金を納付させる場合又は免除させる場合に記載する。］ 

 第８条 この契約についての必要な細目は，独立行政法人国立高等専門学校機構が定めた契約事務取扱規則に

よるものとする。 

 第９条 この契約に定めのない事項について，これを定める必要がある場合は，甲，乙者間において協議して

定めるものとする。 

 第１０条 この契約について，甲，乙間に紛争が生じたときは，甲所在地の所轄裁判所の裁決によりこれを解

決するものとする。 

 

  上記契約の成立を証するため，甲及び乙は，次に記名し，印を押すものとする。 

  この契約書は２通作成し，双方で各１通を所持するものとする。 

 

 

   平成  年  月  日 

 

 

                        甲  奈良県大和郡山市矢田町２２番地 

                           独立行政法人国立高等専門学校機構 

                           奈良工業高等専門学校 契約担当役 

                           事務部長         印 

 

                     乙 ［法人の住所］ 

                          ［法人の名称又は商号及び代表者氏名］ 印 

 

 



第４号様式の４ 

 

物 品 修 理 契 約 書 
 

 

  修理すべき物品の表示 

 

  請負代金額 金         円也（うち消費税額及び地方消費税額      円） 

 

 

  上記の消費税額は，消費税法第２８条第１項及び第２９条並びに地方税法第７２条の８２及び第７２条の８

３の規定に基づき，請負代金に１０５分の５を乗じて得た額である。 

  発注者 独立行政法人国立高等専門学校機構 奈良工業高等専門学校 契約担当役 事務部長（以下「甲」

という。）と請負者［法人名等及び氏名］（以下「乙」という。）との間において，上記の物品（以下「物品」

という。）について，上記の請負代金で次の条項によって請負契約を結ぶものとする。 

 

 第１条 請負者は，別紙図面及び仕様書に基づいて，修理を行うものとする。 

 第２条 本物品は，奈良工業高等専門学校において引渡しをするものとする。 

 第３条 修理は，［修理場所］においてこれをするものとする。 

 第４条 修理の着手時期は，平成  年  月  日とする。 

 第５条 修理の完成期限は，平成  年  月  日とする。 

 第６条 修理完成通知書は，奈良工業高等専門学校総務課に送付すべきものとする。 

 第７条 請負代金は，    回に支払うものとする。 

 第８条 （a） 契約保証金は，          円とする。 

     （b） 契約保証金は，免除する。 

  ［本条は，契約保証金を納付させる場合又は免除させる場合に記載する。］ 

 第９条 請負代金の請求書は，奈良工業高等専門学校総務課に送付するものとする。 

 第１０条 この契約についての必要な細目は，独立行政法人国立高等専門学校機構が定めた契約事務取扱規則

によるものとする。 

 第１１条 この契約に定めのない事項について，これを定める必要がある場合は，甲，乙間において協議して

定めるものとする。 

 第１２条 この契約について，甲，乙間に紛争が生じたときは，甲所在地の所轄裁判所の裁決によりこれを解

決するものとする。 

 

  上記契約の成立を証するため，甲及び乙は，次に記名し，印を押すものとする。 

  この契約書は２通作成し，双方で各 1通を所持するものとする。 

 

 

   平成  年  月  日 

 

 

                        甲  奈良県大和郡山市矢田町 22番地 

                           独立行政法人国立高等専門学校機構 

                           奈良工業高等専門学校 契約担当役 

                           事務部長     印 

 

                        乙  ［法人の住所］ 

                           ［法人の名称又は商号及び代表者氏名］ 印 

 

 

 

 

 



第４号様式の５ 

 

物 品 売 払 契 約 書 
 

  売払物品の表示 

  売 払 代 金 額  金          円也（うち消費税額及び地方消費税額      円） 

 

  上記の消費税額は，消費税法第２８条第１項及び第２９条並びに地方税法第７２条の８２及び第７２条の８

３の規定に基づき，請負代金に１０５分の５を乗じて得た額である。 

  売払人 独立行政法人国立高等専門学校機構 奈良工業高等専門学校契約担当役 事務部長（以下「甲」と

いう。）と買受人［法人名等及び氏名］（以下「乙」という。）との間において，上記の物品（以下「物品」

という。）について，上記の請負代金で次の条項によって売払契約を結ぶものとする。 

 

 第１条 乙は，売払代金の納付後でなければ当該物品を引き取ることはできない。 

 第２条 乙は，売払代金を奈良工業高等専門学校出納命令役の発行する請求書により，その定められた期限内

に指定場所に納めるものとする。 

 第３条 第 2条により定められた期限内に売払代金の納付がないときは本契約を解除する。 

 第４条 物品の引取期限は，平成  年  月  日とする。 

 第５条 乙は，物品の引取りについて，天災その他正当な理由により引取遅延のおそれがあるときは，直ちに

その事由を届けて延期の承認を求めるものとする。 

 第６条 物品の所在地は，奈良工業高等専門学校の物品下見の場所における有姿のとおりであり，物 品の引

取りについては，当該物品を管理する奈良工業高等専門学校物品管理役に物品受領書を提出して，当該物品

管理役の指示により引き取るものとする。 

 第７条 （a） 契約保証金は，       円とする。 

     （b） 契約保証金は，免除する。 

  ［本条は，契約保証金を納付させる場合又は免除させる場合に記載する。］ 

 第８条 甲は，第３条により契約を解除する場合は，納付した契約保証金は奈良工業高等専門学校に 帰属す

るものとし，これを還付しない。 

 第９条 その他の事項については，民法その他の法令の規定するところによるものとする。 

 第１０条 この契約に定めのない事項について，これを定める必要がある場合は，甲，乙間において協議して

定めるものとする。 

 第１１条 この契約について，甲，乙間に紛争が生じたときは，甲所在地の所轄裁判所の裁決によるものとす

る。 

 

  上記契約の成立を証するため，甲及び乙は，次に記名し，印を押すものとする。 

  この契約書は２通作成し，双方で各１通を所持するものとする。 

 

   平成  年  月  日 

 

 

                        甲  奈良県大和郡山市矢田町２２番地 

                           独立行政法人国立高等専門学校機構 

                           奈良工業高等専門学校契約担当役 

                           事務部長      印 

 

                        乙 ［法人の住所］ 

                          ［法人の名称又は商号及び代表者氏名］ 印 

 

 

 

 

 

 



第５号様式 

 

 

 

予 定 価 格 調 書 
 

 

 

１ 契約事項 

 

 

２ 予定価格          金           円也 

 

               （うち消費税額及び地方消費税額      円） 

 

   （入札比較金額       円） 

 

 

３ 算出の根拠   別紙予定価格算出内訳書のとおり 

 

 

 

  平成 年 月 日 

 

 

 

                  独立行政法人国立高等専門学校機構 

                  奈良工業高等専門学校契約担当役 

                  事務部長 

 

 

                 （作成者） 

                  総務課長          印 

 

 



第６号様式 

 

 

 

予 定 価 格 算 出 内 訳 書 
 

 

 

 

 １ 契約事項 

 

 

 

 ２ 金  額  金         円也（うち消費税額及び地方消費税額    円） 

 

 

 

 ３ 算出の根拠  下記のとおり 

 

 

 

  ［予定価格算出内訳書については，適宜追加訂正して作成するものとする。］ 

 

 

 

 

 

 

                    調整日 平成   年   月   日 

 

                    調整者              印 

 

 



第７号様式 

 

起  案 平成  年  月  日 決  裁 平成  年  月  日 

事務部長   総務課長   総務課長補佐   財務係長   起案係長   起案者 

 

 

 

                     契 約 伺 

 

 

 下記により契約してよろしいか伺います。 

 

記 

１ 契約事項 

 

２ 契約方法   随意契約 

 

３ 適用法令   会計規則第  条第  項及び契約事務取扱規則第  条第  項 

 

４ 単価契約による理由［単価契約を行う場合］ 

 

５ 契約保証金  会計規則第  条第  項及び契約事務取扱規則第  条第  項により全額免除 

 

６ 支出科目 

 

７ 契約の相手方 

 

８ 契約金額 

 

９ 添付書類 

 

  ア 契約書案又は請書案 

  イ 予定価格調書及び予定価格算出内訳書 

  ウ 図面，仕様替，カタログ等契約の内容を示す書類 

  エ 見積一覧表 

  オ 見積書 

 

 

［契約書を取交わす場合］ 

 （なお，決裁のうえは，別紙契約書案により契約の締結をしてよろしいか伺います。） 

 

 



第８号様式の１ 

 

 

請  書 
 

 

 

 請負工事の表示 

 

 請 負 代 金 額 金         円也（うち消費税額及び地方消費税額    円） 

 

 上記の工事を上記の代金額で，別紙の図面及び仕様書に基づき，下記の条項により完成することをお請けし

ます。 

 

 

記 

 

 

 １ 完成期限は，平成  年  月  日とする。 

 

 ２ しゆん功通知書並びに請求書は，奈良工業高等専門学校総務課に送付するものとする。 

 

 ３ 契約の細目は，独立行政法人国立高等専門学校機構が定めた契約事務取扱規則によるものとする｡ 

 

 ［以下特に必要な事項を記載する。］ 

 

 

 

  平成   年   月   日 

 

 

     独立行政法人国立高等専門学校機構 

     奈良工業高等専門学校 契約担当役 

     事務部長             殿 

 

 

     受注者 

     ［住所］ 

     ［法人の名称又は商号及び代表者氏名］          印 

 

 



第８号様式の２ 

 

 

請  書 
 

 

 製造請負の表示 

 

 請 負 代 金 額 金         円也（うち消費税額及び地方消費税額    円） 

 

 上記の請負を上記の代金額で，別紙の図面及び仕様書に基づき，下記の条項により完成し納入することをお

請けします。 

 

 

記 

 

 １ 納入期限は，平成 年 月 日とする。 

 

 ２ 納入場所は，奈良工業高等専門学校とする。 

 

 ３ 製造完成通知書並びに請求書は，奈良工業高等専門学校総務課に送付するものとする。 

 

 ４ 契約の細目は，独立行政法人国立高等専門学校機構が定めた契約事務取扱規則によるものとする｡ 

 

 ［以下特に必要な事項を記載する。］ 

 

 

  平成   年   月   日 

 

 

     独立行政法人国立高等専門学校機構 

     奈良工業高等専門学校 契約担当役 

     事務部長             殿 

 

 

     受注者 

      ［住所］ 

      ［法人の名称又は商号及び代表者氏名］          印 

 

 



第８号様式の３ 

 

請  書 
 

 

 供給すべき物品の表示 

 

 代 金 額     金       円也（うち消費税額及び地方消費税額     円） 

 

 上記の物品を上記の代金額で，下記の条項により納入することをお請けします。 

 

 

記 

 

 

 １ 納入期限は，平成  年  月  日とする。 

 

 ２ 納入場所は，奈良工業高等専門学校とする。 

 

 ３ 納品書並びに請求書は，奈良工業高等専門学校総務課に送付するものとする。 

 

 ４ 契約の細目は，独立行政法人国立高等専門学校機構が定めた契約事務取扱規則によるものとする｡ 

 

  ［以下特に必要な事項を記載する。］ 

 

  平成  年  月  日 

 

 

     独立行政法人国立高等専門学校機構 

     奈良工業高等専門学校  契約担当役 

     事務部長             殿 

 

 

     受注者 

     ［住所］ 

     ［法人の名称又は商号及び代表者氏名］          印 

 

 



第８号様式の４ 

 

請  書 
 

 

 修理すべき物品の表示 

 

 代 金 額     金     円也（うち消費税額及び地方消費税額     円） 

 

 上記の物品を上記の代金額で，下記の条項により修理することをお請けします。 

 

 

記 

 

 

 １ 納入期限は，平成  年  月  日とする。 

 

 ２ 納入場所は，奈良工業高等専門学校とする。 

 

 ３ 修理完成通知書並びに請求書は，奈良工業高等専門学校総務課に送付するものとする。 

 

 ４ 契約の細目は，独立行政法人国立高等専門学校機構が定めた契約事務取扱規則によるものとする。 

 

 ［以下特に必要な事項を記載する。］ 

 

  平成  年  月  日 

 

     独立行政法人国立高等専門学校機構 

     奈良工業高等専門学校  契約担当役 

    事務部長             殿 

 

 

     受注者 

     ［住所］ 

     ［法人の名称又は商号及び代表者氏名］          印 

 

 



第９号様式 

 

 

見 積 一 覧 表 

 

 
１ 事     項 

 

 

２ 見積徴収年月日 

 

 

３ 見 積 金 額 

 

見 積 者 順 位 金  額 備  考 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 上記のとおり相違ありません。 

 

 

   平成  年  月  日 

 

 

           契約事務担当係長 

           氏 名        印 

 

 



第１０号様式 

 

入 札 一 覧 表 
 

１ 契約事項名 

 

２ 入札執行の場所及び日時 

 

３ 入札金額 

 

第１回 第２回 第  回 
入札者名 

順位 金 額 順位 金 額 順位 金 額 
備  考 

  円  円  円

       

       

       

 備考欄に「落札者」

と記載すること。 

 

 

  上記金額は入札書に記載された金額で，当該金額にその 5パーセントに相当する額を加算した金額（１円

未満の端数は切り捨てた後の金額）が法律上の入札価格である。 

 

 （入札書記載金額           円） 

 

 

 落札価格           円で ［法人等氏名］ に決定 

 

 

  上記のとおり相違ありません。 

 

   平成   年   月   日 

 

 

                      総務課長          印 

 

                  立会人 総務課長補佐        印 

 

 



第 11 号様式の１ 

 

  検  査  調  書 

契 約 物 件  

契 約 年 月 日  平成   年   月   日 

納入又は製造完成期限  平成   年   月   日 

契 約 の 相 手 方  

納 入 又 は 製 造 完 成 

通 知 年 月 日 
 平成   年   月   日 

検査年月日  平成   年   月   日 

適   否  検査事項 

意   見  

 上記のとおり検査しました。 

 

 

                       検査員氏名           印 

 

 

 （注） １ この様式は，最終検査の結果について記入し，再検査を要した場合については，納入又は 

製造完成通知及び検査年月日の記入欄に再と記入し，様式欄外に下記のとおり付記する。 

 

記 

 

     当初の納入又は製造完成通知   平成   年   月   日 

     検査年月日           平成   年   月   日 

 

      なお，検査の結果，不適合のものについての検査調書は，適否意見を具体的に記入し，当該部局

において保管すること。 

 

    ２ 単価契約等この様式により難い場合は，適宜別紙として内訳書を添付し割印すること。 

 

 

 

 



 第１１号様式の２ 

 

 

 

検  査  調  書 
 

 

 

 １ 工 事 名 

 

 

 ２ 請 負 者 ［住所］             ［氏名］ 

 

 

 ３ 請負代金額 金        円也（うち消費税額及び地方消費税額    円） 

 

 

 ４ 契約年月日    平成   年   月   日 

 

   着工年月日    平成   年   月   日 

 

   竣工年月日    平成   年   月   日 

 

 

   上記工事は，契約書，仕様書及び図面その他の関係書類に基づき，検査を行った結果，これらのとおり

完成したことを確認する。 

 

 

 

    平成   年   月   日 

 

 

 

    独立行政法人国立高等専門学校機構 

    奈良工業高等専門学校 契約担当役 

    事務部長             殿 

 

 

 

                  検査職員 

                   ［職位］ 

                   ［氏名］              印 

 



第１２号様式

摘要

合計件数 依頼合計額

事業年度：
支部：
会計区分：

起票日

起票部署

起票者

数量／単位

税込金額
明細番号

品名／件名

規格

財源
プロジェクト
予算科目

依頼書番号：

起案係起案係長

購 入 依 頼 書

執行組織

単価（税込） 明細摘要
依頼部署
依頼者

納入場所
納品希望日

希 望 業 者



第１２号様式の１

支 出 契 約 決 議 書 契約決議番号：

起票部署

起票者

起票日

決議日

事業年度：
支部：
会計区分：

財源 予算科目

相手先
摘要

契約日
合計金額

依頼書番号 品目

品名／件名

事務部長

明細番号

数量　単位

単価（税込）
契約金額 納入場所

契約相手先
プロジェクト
セグメント

勘定科目

明細摘要
組織

経費区分

起案係起案係長財務係課長補佐総務課長



第１２号様式の２

事業年度：

会計区分：

支部：

起票者 決議日

支 払 決 議 書 支払決議書番号：

起票部署 起票日 事務部長 総務課長 課長補佐 財務係 起案係長 起案係

執行組織

経費区分

予算科目

明細摘要

契約決議番号
品名／件名

支払予定日

摘要

支払金額 支払区分

合計金額

相手先支払管理番号

うち消費税額

消費税区分

支払形態

用途区分



第１２号様式の３

事業年度：

支部：

会計区分：

振 替 伝 票
伝票番号：

事務部長 総務課長 課長補佐 財務係 起案係長 起案係

摘　　要

発 効 日

伝 票 日 付

出納予定日

予算科目／経費区分 借方科目 貸方科目

合　　　　計

（単位：円）

金額 金額（税額） 金額（税額）
プロジェクト

セグメント

組織 決議書番号

相手方

摘要



第１２号様式の４

事業年度：

支部：

会計区分：

金額 金額（税額） 金額（税額）

合　　　　計

相手方

セグメント 摘要

プロジェクト

（単位：円）

予算科目／経費区分 借方科目 貸方科目 組織 決議書番号

伝 票 日 付

出納予定日

支 出 伝 票
伝票番号：

発 効 日

摘　　要

事務部長 総務課長 課長補佐 財務係 起案係長 起案係
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